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外洋湘南 運営規則 細則 
 

会費に関する細則 
 
この細則は、外洋湘南運営規則第３６条に基づく細則である。 

第１条 会員は、運営規則第６条及び第３２条に定める会費を、別紙１会費一覧表に従い当該年度（会計

年度は４月１日から翌年３月３１日までとする。）の前年度の３月１５日までに納入しなければ

ならない。 

第２条 会員は、会費および艇登録更新料を「金融機関口座振替払い」を用いて支払うものとする。  

第３条 新入会員は、外洋湘南に対して、「金融機関口座振替払い」の開始に必要な書類を入会が認めら

れた旨の通知の受領後３０日以内に提出するものとする。 

第４条 第２条に定める会費および艇登録更新料の「金融機関口座振替払い」を用いず、銀行振込などに

よって支払う会員は、事務手数料として別紙１会費一覧表記載の会費に３０００円を加算するも

のとする。 

  ２ 第１項に定める事務手数料の未払いは、会費の未払いと同様の扱いとする。 

第５条 会費は、外洋湘南に責めがある場合を除いて返金不能とする。但し、公益財団法人日本セーリン

グ連盟の会費に関しては、同連盟の返金規定による。  

第６条 当該年度の開始日である４月１日以降に会費が納入された場合においても、当該会費は按分され

ることなく別紙１会費一覧表に定める会費の全額を支払わなければならないものとする。この場

合においては、事務取扱上の必要から、当該会員の会員番号は変わることとなる。  

第７条 会員の連絡先である住所が不明の場合において、当該会員は金融機関口座振替払いを用いて会費

等支払うことができるものとするが、当該住所（連絡先）の不明が１年以上続く場合は、翌年の

金融機関口座振替払いを停止するものとする。  

第８条 第５条の規定に拘わらず、本細則に基づき年会費・基金・その他の料金を前納した会員が、その

年の３月３１日までに退会手続を完了した場合には、送金に要する銀行手数料等を差し引いた金

額を返還するものとする。  

第９条 本細則の変更は、常任委員会の決議によってなされるものとする。 

 
施行 １９９８年０１月０１日 
改定 ２０１２年０５月１５日 
改定 ２０１７年１２月１２日 

改定 ２０２１年 ５月２２日 
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別紙１ 会費一覧表 
≪初年度会費≫                     

      正会員               １５，５００円 

              内訳： ＪＳＡＦ会費             ６，５００円 

                   湘南会費             ４，０００円 

                   基金（関東加盟４団体）     １，０００円 

                   基金入会金（入会時のみ）   ４，０００円 

      特別会員              ２４，０００円 

              内訳： 上記正会員初年度会費         １５，５００円 

                   湘南オーナー会費       ３，５００円 

                   新規艇登録料          ５，０００円 

    高校生会員              ３，０００円 

内訳： ＪＳＡＦ会費                  ２，０００円 

基金                    １，０００円 

    ジュニア会員             ２，５００円 

内訳： ＪＳＡＦ会費                １，５００円 

基金                   １，０００円 

*高校生会員・ジュニア会員は、湘南会費および基金入会金は免除される。 

 

≪更新時年会費≫  二年目以降 

      正会員               １１，５００円 

               内訳： ＪＳＡＦ会費           ６，５００円 

                    湘南会費             ４，０００円 

                    基金                １，０００円 

      特別会員              １８，０００円 

               内訳： 上記正会員会費             １１，５００円 

                    湘南オーナー会費       ３，５００円 

                    艇登録更新料          ３，０００円 

    高校生会員             ３，０００円 

内訳： ＪＳＡＦ会費                ２，０００円 

基金                    １，０００円 

    ジュニア会員             ２，５００円 

内訳： ＪＳＡＦ会費                １，５００円 

基金                   １，０００円 

*高校生会員・ジュニア会員は、湘南会費は免除される。 

 

注：JＳＡＦ会費については、他団体からの登録者は免除される。ただし更新時においては４月１日から登録

済みであること。 
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■入会申込書送付先、振込先、問合せ先 

  １．書類送付先：JSAF 加盟団体 外洋湘南 事務局 

     〒１６８－００７１  杉並区高井戸西１－３－１１  作田方     

  ２．入会金振込先 

     三井住友銀行溝ノ口支店   普通  口座番号：６９００２８３ 

     口座名：外洋湘南 会計 作田智惠子（サクダ チエコ） 

  3．問合せ先  e-mail：sorc@jsaf.or.jp 

  4．参考：フリート記号  

葉山：A07/江の島：A08/下田：A09/逗子：A10/熱海：A14/伊東：A18 /真鶴：A19/葉山港：A20 

その他：AD9 

mailto:sorc@jsaf.or.jp
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公益財団法人日本セーリング連盟評議員候補者選出規則 
  

 公益財団法人日本セーリング連盟から、外洋湘南に対して、当該連盟の評議員候補者１名の選出の要請

があった場合、以下のとおり選出するものとする。 

  

 第１条 公益財団法人日本セーリング連盟の評議員候補者として、外洋湘南の会長を選出する。 

第２条 会長が評議員候補者となることができない場合、もしくは、評議員候補者とならない場合は、

会長は外洋湘南の会員の中から評議員候補者を推薦し、常任委員会の決議を経て選出するもの

とする。なお、当該選出について、その後に開催される総会の承認を得なければならないもの

とする。 

  

 付則 

１ この規則は外洋湘南の常任委員会の承認を得た日から発効し、改定もこれに準ずる。 

  

  施行 ２００４年０１月１２日 

 改定 ２００６年０６月０１日 

 改定 ２０１２年０５月１５日  

 改定 ２０１７年１２月１２日 

  

 
 

 

 

                      
 


